
目

次

告

示

△

解
除
予
定
保
安
林

(

治

山

室)

…
…
…
一

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
一

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

設
の
届
出

(

地
域
産
業
振
興
室)

…
…
…
一

△

土
地
改
良
区
の
解
散
の
認
可

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
二

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
届
出
政
党

が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見

放
送
の
回
数

三

△

参
議
院
広
島
県
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
が
政
見
放
送

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事

業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数

三

△

広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送

設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数

三

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

三

正

誤

△

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
六
十
三

号
中
広
島
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号
の
訂
正

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
四

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
八
百
十
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
し
た
。

平
成
十
八
年
九
月
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
原
市
小
泉
町
字
平
家
山
四
二
三
の
六
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
九
月
四
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
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…
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…
…
…
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…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1

特
定
非
営
利
活
動

法
人
さ
く
ら
同
好

会 特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

日
地
康
武

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
東
広
島
市

安
芸
津
町
風
早
二

三
二
五
番
地
一

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
と
地
域
住
民

に
対
し
て
老
人
ホ
ー
ム
等
の
施
設
福

祉
事
業
と
介
護
の
事
業
を
行
い
、
社

会
福
祉
の
増
進
と
地
域
社
会
の
発
展

を
図
り
、
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
八

月
二
四
日

申
請
年
月
日

(定期)

定

第 ６６

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

(

仮
称)

ニ
ト
リ
福
山
店

所
在
地

福
山
市
明
神
町
二
丁
目
七
七
一
番
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

株
式
会
社
ニ
ト
リ

代
表
取
締
役

似
鳥

昭
雄

住
所

札
幌
市
手
稲
区
新
発
寒
六
条
一
丁
目
五
番
八
〇
号

２

小
売
業
を
行
う
者

名
称

株
式
会
社
ニ
ト
リ

代
表
取
締
役

似
鳥

昭
雄

住
所

札
幌
市
手
稲
区
新
発
寒
六
条
一
丁
目
五
番
八
〇
号

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
三
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

六
千
六
百
八
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
収
容
台
数

百
六
十
九
台

２

駐
輪
場
の
収
容
台
数

五
十
三
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

百
二
十
四
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

五
十
四
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時
、
閉
店
時
刻

午
後
八
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

一
箇
所

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

七

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
八
月
二
十
二
日

八

届
出
等
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
○
番
五
二
号)

福
山
市
経
済
環
境
局
経
済
部
商
工
課

(

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号)

九

届
出
等
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
四
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

十

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日

か
ら
四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
一
月
四
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
世
羅
町

重
永
土
地
改
良
区
の
解
散
を
平
成
十
八
年
八
月
二
十
八
日
認
可
し
た
。

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
九
月
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

三
原
市
木
原
町
一
四
五
七
番
二
、
一
四
五
七
番
四

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
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三
原
市
木
原
町
一
四
五
七
番
地
の
二

谷
前

由
利
子

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程

(

平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号)

第
二
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
届
出
政
党
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の

回
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

な
お
、
平
成
十
七
年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

(

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

に
お
け
る
政
見
放
送
の
実
施
放
送
局
等)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
四
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程

(

平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号)

第
二
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
、
参
議
院
広
島
県
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放

送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
を
次
の

よ
う
に
定
め
た
。

な
お
、
平
成
十
六
年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

(

参
議
院
広
島
県
選
出
議
員
の
選
挙
に
お

け
る
政
見
放
送
の
実
施
放
送
局
等)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
四
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程

(

平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号)

第
二
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
、
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及

び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数
を
次
の
よ
う
に
定
め

た
。な

お
、
平
成
十
六
年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

(

広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
政
見
放

送
の
実
施
放
送
局
等)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
四
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

69号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
９
月
４
日

平成18年 9月 4日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 6 2号

3

六
人
か
ら
八
人
ま
で

三
人
か
ら
五
人
ま
で

一

人

又

は

二

人

届

出

候

補

者

の

数

株
式
会
社
テ
レ
ビ
新
広
島

株
式
会
社
広
島
ホ
ー
ム
テ
レ
ビ

株
式
会
社
テ
レ
ビ
新
広
島

株
式
会
社
広
島
ホ
ー
ム
テ
レ
ビ

株
式
会
社
テ
レ
ビ
新
広
島

株
式
会
社
広
島
ホ
ー
ム
テ
レ
ビ

一
般
放
送
事
業
者

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

二 二 一 一 一 一 回
数

株
式
会
社
中
国
放
送

株
式
会
社
中
国
放
送

一
般
放
送
事
業
者

ラ

ジ

オ

放

送

二 一 回
数

株
式
会
社
広
島
ホ
ー
ム
テ
レ
ビ

株
式
会
社
中
国
放
送

株
式
会
社
テ
レ
ビ
新
広
島

一
般
放
送
事
業
者

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送一一一
回

数

株
式
会
社
中
国
放
送

一
般
放
送
事
業
者

ラ

ジ

オ

放

送
一

回

数

株
式
会
社
広
島
ホ
ー
ム
テ
レ
ビ

広
島
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

株
式
会
社
中
国
放
送

一
般
放
送
事
業
者

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送一一一
回

数

株
式
会
社
中
国
放
送

一
般
放
送
事
業
者

ラ

ジ

オ

放

送
一

回

数

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
八
月
二
十
四
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
六
十
三
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
七
百
九
十

六
号

(

道
路
の
区
域
変
更)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。土

木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
長
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4

6P
0657

6P
0627

6P
0714

6S
0633

6P
0608

6P
0653

6P
0590

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
９
月
４
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機

回
胴
式
遊
技

機

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
昇
竜

Ｎ
Ｙ
Ｓ

Ｃ
Ｒ
昇
竜

Ｎ
Ｙ

Ｃ
Ｒ
大
ピ

ラ
ミ
ッ
伝

64 ホ

ーク
Ⅲ

Ｃ
Ｒ
研
ナ

オ
コ
・
歌

は
宇
宙
を

救
う
Ｔ

Ｃ
Ｒ
研
ナ

オ
コ
・
歌

は
宇
宙
を

救
う
ワ

ー

ル
ド

Ｃ
Ｒ
研
ナ

オ
コ
・
歌

は
宇
宙
を

救
う
Ｖ

型
式
名

同
上

同
上

株
式
会
社
高
尾

代
表
取
締
役
内
ヶ
島
敏
博

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区

太
平
通
一
丁
目
３
番
地
)

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ピ

ーエ
ス

代
表
取
締
役
綾
部
征
四
郎

(大
阪
府
大
阪
市
福
島
区
福

島
六
丁
目
４
番

10号
ウ
エ
ス

ト
ビ
ル
)

同
上

同
上

奥
村
遊
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役
奥
村
昌
美

(愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区

鶴
舞
二
丁
目
２
番

18号
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

三
ペ
ー
ジ

上 段

三 行

新
市
七
曲
庄
原
線

誤

新
市
七
曲
西
城
線

正

(定期)


